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家事労働者の適切な仕事に関する条約（第 189 号）（日本は未批准、仮訳） 
 

国際労働機関の総会は、 
理事会によりジュネーブに招集されて、二千十一年六月一日にその第百回会期として会合し、 
労働における基本的な原則及び権利に関する国際労働機関の宣言並びに公正な地球規模化のための社

会正義に関する国際労働機関の宣言の目標の達成により全ての人に対する適切な仕事の確保を促進する

という国際労働機関の決意に留意し、 
家族的責任を有する男女労働者の賃金労働の機会の増加並びに高齢者及び障害者の介護並びに児童の

保育の増大の見通し並びに国内及び国家間における多額の所得の移転を含む世界経済に対する家事労働

者の重要な貢献を認識し、 
家事労働が、依然として過小評価され、及び軽視されていること並びに主として女子によって行われ

ており、これらの女子の多くが雇用条件及び労働条件についての差別及び他の人権侵害について特に被

害を受けやすい移民又は不利な立場にある地域社会の構成員であることを考慮し、 
また、歴史的に正式な雇用の機会が不足している発展途上国において、家事労働者が、国内の労働人

口の相当な部分を構成し、及び引き続き最も疎外されていることを考慮し、 
国際労働条約及び国際労働勧告が、別段の定めがない限り、家事労働者を含む全ての労働者について

適用されることを想起し、 
千九百四十九年の移民労働者条約（改正）（第九十七号）、千九百七十五年の移民労働者（補足規定）

条約（第百四十三号）、千九百八十一年の家族的責任を有する労働者条約（第百五十六号）、千九百九十

七年の民間職業仲介事業所条約（第百八十一号）、二千六年の雇用関係勧告（第百九十八号）及び国際労

働機関の労働力の移動に関する多数国間の枠組み（二千六年の労働力の移動についての権利に基づく取

組のための拘束力を有しない原則及び指針）の家事労働者に対する特別な関連性に留意し、 
家事労働者がその権利を十分に享受することができるようにするため家事労働者についての特別の基

準により一般的な基準を補完することが望ましい家事労働が行われる特別な状況を認識し、 
世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国

際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、特に、国際的な組織犯罪の防止に関する

国際連合条約を補足する人（特に女性及び児童）の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書、

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させ

ることの防止に関する議定書、児童の権利に関する条約、全ての移民労働者及びその家族の構成員の権

利の保護に関する国際条約等の他の関連する国際文書を想起し、 
会期の議事日程の第四議題である家事労働者の適切な仕事に関する提案の採択を決定し、 
その提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定して、 
次の条約（引用に際しては、二千十一年の家事労働者条約と称することができる。）を二千十一年六月

十六日に採択する。 
 
第一条 

この条約の適用上、 
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(a)「家事労働」とは、家庭において又は家庭のために行われる労働をいう。 
(b)「家事労働者」とは、雇用関係の下において家事労働に従事する者をいう。 
(c)随時又は散発的にのみ家事労働を行う者及び職業としてではなく家事労働を行う者は、家事労働者

でない。 
 
第二条 
１ この条約は、全ての家事労働者について適用する。 
２ この条約を批准する加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事

労働者を代表する団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した後に、次に掲げる種類の労

働者の全部又は一部をこの条約の適用範囲から除外することができる。 
(a) 少なくとも同等の保護が別途与えられる種類の労働者 
(b) 実質的な性質の特別な問題が生ずる限られた種類の労働者 

３ ２の規定を利用する加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づくこの条約の適用に関する

第一回の報告において、除外された特定の労働者の種類及びその除外の理由を明示し、その後の報告

において、関係する労働者に対してこの条約の適用を拡大するためにとられた措置を明記する。 
 
第三条 
１ 加盟国は、この条約に定めるところにより、全ての家事労働者の人権の実効的な促進及び保護を確保

するための措置をとる。 
２ 加盟国は、家事労働者に関し、次に掲げる労働における基本的な原則及び権利を尊重し、促進し、か

つ実現するため、この条約に定める措置をとる。 
(a) 結社の自由及び団体交渉権の実効的な承認 
(b) あらゆる形態の強制労働の撤廃 
(c) 児童労働の実効的な廃止 
(d) 雇用及び職業についての差別の撤廃 

３ 家事労働者及び家事労働者の使用者が結社の自由及び団体交渉権の実効的な承認を享受することを

確保するための措置をとるに当たり、加盟国は、家事労働者及び家事労働者の使用者が、自ら選択す

る団体、連合及び総連合を設立し、並びにこれらの団体の規約に従うことを条件としてこれらの団体

に加入するための権利を保護する。 
 
第四条 
１ 加盟国は、千九百七十三年の最低年齢条約（第百三十八号）及び千九百九十九年の最悪の形態の児童

労働条約（第百八十二号）の規定に合致し、及び労働者全般のために国内法令によって定められた最

低年齢を下回らない家事労働者のための最低年齢を定める。 
２ 加盟国は、十八歳未満の家事労働者であって雇用についての最低年齢を上回るものが行う労働が、当

該家事労働者から義務教育を奪わないこと又はその後の教育若しくは職業訓練に参加するための機会

を妨げないことを確保するための措置をとる。 
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第五条 
加盟国は、家事労働者が、あらゆる形態の虐待、嫌がらせ及び暴力に対する実効的な保護を享受する

ことを確保するための措置をとる。 
 
第六条 

加盟国は、家事労働者が、労働者全般と同様に、公正な雇用条件及び適切な労働条件並びに当該家事

労働者が家事労働を行う家庭に住み込む場合には当該家事労働者のプライバシーを尊重する適切な生活

条件を享受することを確保するための措置をとる。 
 
第七条 

加盟国は、家事労働者に対し、雇用条件が、適切かつ検証可能な及び容易に理解することができる方

法により、並びに望ましいものとして、可能な場合には、国内法令又は団体交渉の合意に基づく書面に

よる契約により、特に次の事項について通知されることを確保するための措置をとる。 
(a) 使用者及び労働者の名称及び住所 
(b) 通常の職場の住所 
(c) 契約の開始日及び契約が一定の期間のためのものである場合にはその期間 
(d) 行うべき労働の種類 
(e) 報酬、計算方法及び支払の周期 
(f) 通常の労働時間 
(g) 年次有給休暇並びに日ごと及び一週間ごとの休息の時間 
(h) 該当する場合には、食料及び居住設備の提供 
(i) 該当する場合には、試用期間又は見習期間 
(j) 該当する場合には、送還の条件 
(k) 雇用の終了に関する条件（家事労働者又はその使用者のいずれかによる予告期間を含む。） 

 
第八条 
１ 国内法令は、いずれかの国における家事労働のために他の国において募集される移民である家事労働

者が、書面による採用通知又は当該家事労働が行われる国においてその実施を確保すべき雇用契約で

前条に定める雇用条件を含むものを、当該採用通知又は当該雇用契約が適用される家事労働に就くこ

とを目的として国境を越える前に、受け取ることを要求する。 
２ １の規定は、二国間の、地域的な若しくは多数国間の協定に基づき又は地域的な経済統合のための枠

組みの範囲内で雇用を目的とする移動の自由を享受する労働者については、適用しない。 
３ 加盟国は、移民である家事労働者についてこの条約の規定が効果的に適用されることを確保するため、

相互に協力するための措置をとる。 
４ 加盟国は、法令その他の措置による手段により、移民である家事労働者が募集された雇用契約の期間

満了又は終了により送還の権利を有する条件について明らかにする。 
 
第九条 
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加盟国は、家事労働者について、次のことを確保するための措置をとる。 
(a) 家事労働を行う家庭に住み込むか否かについて、使用者又は使用者となり得る者との間で合意に

達することができること。 
(b) 家事労働を行う家庭に住み込む家事労働者は、日ごと及び一週間ごとの休息の時間又は年次休暇

の期間において、当該家庭にとどまり、又は当該家庭に属する者と共にとどまる義務を負わないこ

と。 
(c) 旅行証明書及び身分証明書を継続して所持する権利を有すること。 

 
第十条 
１ 加盟国は、家事労働の特殊な性質を考慮して、国内法令又は団体交渉の合意に基づく通常の労働時間、

時間外労働に対する補償、日ごと及び一週間ごとの休息の時間並びに年次有給休暇の期間に関し、家

事労働者と労働者全般との間の待遇の均等の確保に向けて措置をとる。 
２ 一週間ごとの休息の時間は、少なくとも、連続する二十四時間とする。 
３ 可能性のある呼出しに対応するため、家事労働者が自由に使用することができず、また、家庭が当該

家事労働者を使用することができる状態が継続している時間については、国内法令、団体交渉の合意

又は国内慣行に適合するその他の手段によって定める範囲内で、労働時間とみなす。 
 
第十一条 

加盟国は、最低賃金制度が存在する場合には、家事労働者が当該制度の適用を受け、及び報酬が性に

よる差別なしに定められることを確保するための措置をとる。 
 
第十二条 
１ 家事労働者は、一定の間隔で、少なくとも一箇月に一回、現金により直接に賃金の支払を受ける。支

払は、国内法令又は団体交渉の合意に定めがない限り、関係する労働者の同意を得て、銀行口座振替、

銀行小切手、郵便小切手、郵便為替その他の金銭の支払の適法な手段によって行うことができる。 
２ 国内法令、団体交渉の合意又は仲裁裁定は、現物による支払の形式であり、他の種類の労働者に対し

て一般的に適用されるものよりも不利でない形式により、家事労働者の報酬の限定された割合を支払

うことについて定めることができる。ただし、そのような現物による支払が労働者によって同意され

ること、当該現物による支払が労働者の個人的な使用のために行われ、かつ、労働者の利益となるこ

と及び当該現物による支払の金銭上の価値が公平かつ妥当なものであることを確保するための措置が

とられることを条件とする。 
 
第十三条 
１ 全ての家事労働者は、安全かつ健康的な作業環境についての権利を有する。加盟国は、国内法令及び

国内慣行に従い、家事労働に特有の性質に妥当な考慮を払いつつ、家事労働者の職業上の安全及び健

康を確保するための効果的な措置をとる。 
２ １に規定する措置は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を

代表する団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した上で、漸進的に適用することができ
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る。 
 
第十四条 
１ 加盟国は、国内法令に従い、及び家事労働に特有の性質に妥当な考慮を払いつつ、家事労働者が、社

会保障による保護（母性に関するものを含む。）について労働者全般に適用される条件よりも不利でな

い条件を享受することができることを確保するための適当な措置をとる。 
２ １に規定する措置は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を

代表する団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した上で、漸進的に適用することができ

る。 
 
第十五条 
１ 民間職業仲介事業所が募集し、又は紹介した家事労働者（移民である家事労働者を含む。）を不当な

行為から効果的に保護するため、加盟国は、次のことを行う。 
(a) 国内法令及び国内慣行に従い、家事労働者を募集し、又は紹介する民間職業仲介事業所の運営を

規律する条件を決定すること。 
(b) 家事労働者に関して、民間職業仲介事業所の活動に関する苦情並びに民間職業仲介事業所による

不当な取扱い及び詐欺行為に関する申立てを調査する適当な制度及び手続が維持されることを確

保すること。 
(c) 民間職業仲介事業所が自国の領域内で募集し、又は紹介した家事労働者に対し十分な保護を与え、

及び当該家事労働者の不当な取扱いを防止するため、自国の管轄内で、適当な場合には他の加盟国

と協力して、全ての必要かつ適当な措置をとること。この措置には、家事労働者に対する民間職業

仲介事業所及び家庭のそれぞれの義務を明確にし、並びに制裁（詐欺行為又は不当な取扱いを行う

民間職業仲介事業所の活動の禁止を含む。）を定める法令を含めること。 
(d) 家事労働者がいずれかの国で労働するために他の国において募集される場合には、募集、職業紹

介及び雇用における不当な取扱い及び詐欺行為を防止するため、二国間の、地域的な又は多数国間

の協定を締結することを考慮すること。 
(e) 民間職業仲介事業所が課する手数料が、家事労働者の報酬から差し引かれることがないことを確

保するための措置をとること。 
２ この条の規定を実施するに当たり、加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在す

る場合には家事労働者を代表する団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議する。 
 
第十六条 

加盟国は、国内法令及び国内慣行に従い、全ての家事労働者が、自らが又は代表者を通じ、労働者全

般について適用される条件よりも不利でない条件の下において裁判所、審判機関又はその他の紛争解決

のための制度を有効に利用することができることを確保するための措置をとる。 
 
第十七条 
１ 加盟国は、有効なかつ利用しやすい苦情に関する制度及び家事労働者の保護のために国内法令の遵守
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を確保するための措置を定める。 
２ 加盟国は、国内法令に従い、家事労働の特殊な性質に妥当な考慮を払いつつ、労働監督、執行及び制

裁のため、措置を策定し、実施する。 
３ 国内法令に合致する限り、これらの措置には、プライバシーに十分な考慮を払いつつ、家屋内への立

入りが認められる条件を明示する。 
 
第十八条 

加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、法令及び団体交渉の合意又は国

内慣行に適合する追加的な措置により、適当な場合には、家事労働者について適用するための既存の措

置の拡大若しくは適合又は家事労働者のための個別の措置の策定により、この条約を実施する。 
 

第十九条 
この条約は、家事労働者について他の国際労働条約に基づき適用可能な規定であって一層有利なもの

に影響を及ぼすものではない。 
 

第二十条 
この条約の正式な批准は、登録のため国際労働事務局長に通知される。 

 
第二十一条 
１ この条約は、加盟国であって自国による批准が国際労働事務局長に登録されたもののみを拘束する。 
２ この条約は、二の加盟国による批准が国際労働事務局長に登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 
３ この条約は、その効力が生じた後は、いずれの加盟国についても、自国による批准が登録された日の

後十二箇月で効力を生ずる。 
 
第二十二条 
１ この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のた

め国際労働事務局長に送付する文書によってこの条約を廃棄することができる。廃棄は、登録された日

の後一年間は効力を生じない。 
２ この条約を批准した加盟国であって１に規定する十年の期間が満了した後一年以内にこの条に定め

る廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受けるものとし、その後は、新たな十年の期間の

最初の年に、この条に定める条件に従ってこの条約を廃棄することができる。 
 
第二十三条 
１ 国際労働事務局長は、加盟国から通知を受けた全ての批准及び廃棄の登録について全ての加盟国に通

報する。 
２ 国際労働事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録について加盟国に通報する際に、この条約が

効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。 
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第二十四条 
国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定による登録のため、登録された全ての批准及び廃

棄の完全な明細を国際連合事務総長に通知する。 
 
第二十五条 
理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、こ

の条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。 
 
第二十六条 
１ 総会がこの条約を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、 

(a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約が自国について効力を生じたときは、第二十

二条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。 
(b) この条約は、その改正条約が効力を生ずる日に加盟国による批准のための開放を終了する。 

２ この条約は、これを批准した加盟国であって１の改正条約を批准していないものについては、いかな

る場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。 
 
第二十七条 
この条約の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 
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家事労働者の適切な仕事に関する勧告（第 201 号）（仮訳） 
 
国際労働機関の総会は、 
理事会によりジュネーブに招集されて、二千十一年六月一日にその第百回会期として会合し、 
二千十一年の家事労働者条約を採択し、 
会期の議事日程の第四議題である家事労働者の適切な仕事に関する提案の採択を決定し、 
その提案が二千十一年の家事労働者条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定して、 
次の勧告（引用に際しては、二千十一年の家事労働者勧告と称することができる。）を二千十一年六月

十六日に採択する。 
 
１ この勧告の規定は、二千十一年の家事労働者条約（以下「条約」という。）の規定を補足するもので

あり、条約の規定と共に考慮されるべきである。 
 
２ 家事労働者が結社の自由及び団体交渉権の実効的な承認を享受することを確保するための措置をと

るに当たり、加盟国は、次のことを行うべきである。 
(a) 家事労働者が自ら団体を設立し、又は自ら選択する労働者団体に加入する権利並びに家事労働者の

団体が労働者団体、連合及び総連合に参加する権利についての法的な若しくは行政上の制限又は他

の障害を特定し、及び除去すること。 
(b) 労働者及び使用者の団体、家事労働者を代表する団体並びに家事労働者の使用者を代表する団体が

これらの団体の構成員の利益を効果的に促進する能力を強化するため、措置をとり、又はその措置

を支援することを考慮すること。ただし、これらの団体の独立性及び自主性が、法律の範囲内にお

いて、常に保護されることを条件とする。 
 
３ 雇用及び職業についての差別の撤廃のために措置をとるに当たり、加盟国は、国際労働基準に適合す

る方法で、特に、次のことを行うべきである。 
(a) 職業上の医学的な検査のための措置が、個人に関する情報を秘密のものとして取り扱うという原則

及び家事労働者のプライバシーを尊重するものであり、かつ、千九百九十七年の「労働者の個人に

関する情報の保護」に関する国際労働機関の実施基準その他の関連する情報の保護に関する国際的

な基準に適合するものであることを確保すること。 
(b) (a)に規定する検査に関連するいかなる差別も防止すること。 
(c) いかなる家事労働者も、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）若しくは妊娠に係る検査を受け、又はＨ

ＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）若しくは妊娠に係る状態を開示することを求められないことを確保

すること。 
 

４ 家事労働者のための医学的な検査について考慮するに当たり、加盟国は、次のことを考慮すべきであ

る。 
(a) 各国の状況において医学的な検査の必要を生じさせる主要な健康上の及び疾病に関する懸念につ

いての公衆衛生に関する情報を家事労働者が家事労働を行う家庭の構成員及び家事労働者の利用に
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供すること。 
(b) 任意の医学的な検査、治療並びに健康及び衛生の適切な慣行に関する情報であって、地域社会全般

のための公衆衛生上の戦略に合致するものを家事労働者が家事労働を行う家庭の構成員及び家事労

働者の利用に供すること。 
(c) 職業上の医学的な検査のための最良の慣行に関する情報であって、家事労働の特殊な性質を反映さ

せるために適当に調整されたものを配布すること。 
 
５(1) 千九百九十九年の最悪の形態の児童労働条約（第百八十二号）及び最悪の形態の児童労働勧告（第

百九十号）の規定を考慮して、加盟国は、児童の健康、安全若しくは道徳を害するおそれのある性

質を有する家事労働又はそのようなおそれのある状況下で行われる家事労働の種類を特定し、並び

にそのような児童労働を禁止し、及び撤廃すべきである。 
(2) 家事労働者の労働条件及び生活条件を規制するに当たり、加盟国は、十八歳未満の家事労働者で

あって国内法令に定める雇用についての最低年齢を上回るものの必要について特別の注意を払うべ

きであり、及び当該家事労働者を保護するため次に掲げる措置を含む措置をとるべきである。 
(a) 休息、教育及び訓練、余暇の活動並びに家族との接触のための十分な時間を確保するため、当

該家事労働者の労働時間を厳格に制限すること。 
(b) 夜間の労働を禁止すること。 
(c) 身体的であるか精神的であるかを問わず、過度に厳しい労働に関する制限を課すること。 
(d) 当該家事労働者の労働条件及び生活条件を監視する仕組みを確立し、及び強化すること。 

 
６(1) 加盟国は、必要な場合には、家事労働者が自らの雇用条件を理解することを確保するための適当

な援助を与えるべきである。 
(2) 条約第七条に掲げる事項のほか、雇用条件には、次の事項も含めるべきである。 

(a) 職務についての説明 
(b) 病気休暇及び該当する場合には他の個人的な休暇 
(c) 条約第十条３の規定に合致する時間外労働及び待機に対する賃金又は補償の額 
(d) 権利を有する家事労働者へのその他の支払 
(e) 現物による支払及びその金銭上の価値 
(f) 提供される居住設備の詳細 
(g) 労働者の報酬からの認められている控除 

(3) 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を代表す

る団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した上で、家事労働者のための雇用契約のひ

な型を作成することを考慮すべきである。 
(4) (3)に規定する雇用契約のひな型は、家事労働者、使用者、代表的な団体及び一般公衆が常に無償

で利用することができるようにすべきである。 
 

７ 加盟国は、虐待、嫌がらせ及び暴力から家事労働者を保護するため、次のような仕組みを設けること

を考慮すべきである。 
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(a) 家事労働者のための利用しやすい苦情に関する制度であって、虐待、嫌がらせ及び暴力の事案を報

告するためのものを設けること。 
(b) 虐待、嫌がらせ及び暴力についての全ての苦情が調査され、及び適当な場合には、訴追されること

を確保すること。 
(c) 虐待、嫌がらせ及び暴力を受けた家事労働者について、当該家事労働者が家事労働を行う家庭から

の移転及びリハビリテーションのための計画（一時的な居住設備及び保健に関する規定を含む。）を

作成すること。 
 

８(1) 労働時間（条約第十条３の規定に合致する時間外労働及び待機の時間を含む。）は、正確に記録さ

れ、その記録された情報は、家事労働者が自由に利用することができるようにすべきである。 
(2) この点について、加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事

労働者を代表する団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した上で、実務上の手引を作

成することを考慮すべきである。 
 
９(1) 可能性のある呼出しに対応するため、家事労働者が自由に使用することができず、また、家庭が

当該家事労働者を使用することができる状態が継続している時間（待機のための時間）に関し、加

盟国は、国内法令又は団体交渉の合意に定める範囲内で、次の事項を定めるべきである。 
(a) 家事労働者に待機するよう求めることができる一週間、一箇月間又は一年間当たりの最長の時

間及び待機の時間を計測することができる方法 
(b) 通常の休息時間が待機によって中断された場合にこれを補うために家事労働者に与えられる休

息時間 
(c) 待機の時間に対する報酬率 

(2) 通常の職務が夜間に行われる家事労働者に関し、夜間の労働の制約を考慮して、加盟国は、(1)に
定める措置と同等の措置を考慮すべきである。 

 
10 加盟国は、就業日において家事労働者が食事及び休憩をとることができる適当な休息時間が与えら

れることを確保するための措置をとるべきである。 
 
11(1) 一週間ごとの休息は、少なくとも、継続する二十四時間とすべきである。 

(2) 一週間ごとの休息の日として定められる日は、国内法令又は団体交渉の合意に従い、職務上の必要

性並びに家事労働者の文化的、宗教的及び社会的な要件を考慮して、当事者の合意によって定めら

れるべきである。 
(3) 国内法令又は団体交渉の合意が労働者全般について七日を超える期間内で一週間ごとの休息を累

積することを規定する場合には、そのような期間は、家事労働者については十四日を超えないもの

とすべきである。 
 
12 国内法令又は団体交渉の合意は、家事労働者が一週間ごと又は一日ごとの休息の時間中に労働に従

事することを要求されることがある理由を明らかにするとともに、金銭上の補償のいかんを問わず、
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これを補う十分な休息について定めるべきである。 
 
13 家事労働者が家事労働を行う家庭の構成員と共に休日において過ごした時間は、家事労働者の年次

有給休暇の一部とみなすべきではない。 
 
14 報酬の限定された割合が現物によって支払われることについて定める場合には、加盟国は、次のこ

とを考慮すべきである。 
(a) 家事労働者及びその家族の生計のために必要な報酬が不当に減ぜられることがないよう現物に

よって支払うことができる報酬の割合の全体的な限度を定めること。 
(b) 市場価格、原価、公的機関が定める価格等の適当な客観的な基準に照らして、現物による支払の

金銭上の価値を計算すること。 
(c) 現物による支払を、食料、居住設備等の個人的な使用に適していることが明らかであり、かつ、

家事労働者の利益となるものに限定すること。 
(d) 家事労働者が家事労働を行う家庭から提供された居住設備に居住するよう求められる場合には、

労働者による別段の同意がない限り、当該居住設備に関して報酬が差し引かれることがないことを

確保すること。 
(e) 家事労働を行うことに直接に関係する物（制服、用具、保護具等）並びにこれらの洗浄及び保持

が現物による支払とみなされることがないこと並びにこれらのための経費が家事労働者の報酬か

ら差し引かれることがないことを確保すること。 
 
15(1) 家事労働者は、各支払のときに、当該家事労働者に与えられる報酬の全体並びに控除の具体的な

額及び目的について容易に理解することができる書面による明細を与えられるべきである。 
(2) 雇用の終了に際し、未払の報酬が迅速に支払われるべきである。 

 
16 加盟国は、使用者の支払不能又は死亡の場合における労働者債権の保護について労働者全般の条件

よりも不利でない条件を家事労働者が享受することを確保するための措置をとるべきである。 
 
17 居住設備及び食料が提供される場合には、国内事情を考慮して、次のものが含まれるべきである。 

(a) 適切に家具が備えられ、十分に換気され、及び錠前（その鍵は、家事労働者に提供されるべきで

ある。）が備えられた独立した個人用の居室 
(b) 共用又は個人用の適切な衛生設備の利用 
(c) 家庭内の一般的状況に沿う十分な照明並びに適当なときは暖房及びエアコンディショナー 
(d) 良質及び十分な量の食事であって、関係する家事労働者の文化的及び宗教的な要件がある場合に

は当該要件を合理的な範囲内で満たすもの 
 
18 重大な不当行為以外の理由のために使用者の申出により雇用が終了する場合には、住込みの家事労

働者は、合理的な予告期間及び休暇であって、これらの期間中に新たな雇用及び居住設備を求めるこ

とができるものが与えられるべきである。 
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19 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を代表する

団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した上で、次の措置をとるべきである。 
(a) 負傷、疾患及び死亡を予防し、並びに家庭内の職場における職業上の安全及び健康を促進するた

め、合理的に実行可能な限り、職業上の有害性又は危険性を除去し、又は最小限にすることにより、

家事労働者を保護すること。 
(b) 条約第十七条の規定に従い、十分かつ適当な監督制度並びに職業上の安全及び健康に関する法令

の違反に対する相当な制裁を定めること。 
(c) 家事労働に関連する災害及び疾患に関する統計並びに職業上の安全及び健康に関連する危険及

び負傷の予防に資すると考えられるその他の統計を収集し、及び公表するための手続を定めること。 
(d) 職業上の安全及び健康に関する助言（人間工学の側面及び保護具に関するものを含む。）を行う

こと。 
(e) 訓練課程を作成し、並びに家事労働に特有の職業上の安全及び健康の要件に関する指針を普及さ

せること。 
 
20(1) 加盟国は、国内法令に従い、簡易化された支払の制度等により社会保障のための納付金の支払を

促進するための手段（複数の使用者のために労働する家事労働者についてのものを含む。）を考慮す

べきである。 
(2) 加盟国は、二国間の、地域的な又は多数国間の協定であり、これらの協定の対象となる移民であ

る家事労働者のため、社会保障に関する取扱いの平等並びに社会保障の権利の利用及びその権利の

維持又は通算を定める協定を締結することを考慮すべきである。 
(3) 現物による支払の金銭上の価値は、社会保障の目的のため、正当に考慮（使用者の拠出及び家事

労働者の権利に関するものを含む。）すべきである。 
 

21(1) 加盟国は、家事労働者特に移民である家事労働者の効果的な保護を確保するため、次の追加的な

措置を考慮すべきである。 
(a) 援助を必要とする家事労働者のための通訳のサービスを伴う国内における緊急用の直通電話を

設置すること。 
(b) 条約第十七条の規定に従い、移民である家事労働者が雇用される家庭を職業紹介の前に訪問す

る制度を提供すること。 
(c) 緊急時における避難所のネットワークを整備すること。 
(d) 家事労働者の雇用における適切な慣行、移民である家事労働者に関する雇用及び出入国管理に

関する法令上の義務、実施のための措置及び違反があった場合における制裁並びに家事労働者及

びその使用者が利用することができる援助に関する情報を提供することにより、使用者の義務に

ついての意識を高めること。 
(e) 雇用されている間及び雇用の終了後において、関係国からの出国にかかわらず、苦情に関する

制度の家事労働者による利用並びに民事上及び刑事上の法的救済を得るための家事労働者の能力

を確保すること。 
(f) 雇用及び出入国管理に関する法令並びに暴力、人身取引、自由の剝奪等の犯罪に対する法的な
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保護に関し、家事労働者が理解することができる言語により、その権利、関係法令、利用可能な

苦情に関する制度及び法的救済について家事労働者に通知し、並びに家事労働者が必要とする他

の関連情報を提供するため、公的な広報サービスを提供すること。 
(2) 移民である家事労働者の出身国である加盟国は、出国の前に当該家事労働者の権利について当該

家事労働者に通知し、法律上の援助のための基金、社会的サービス及び領事による専門的サービス

を設け、並びに他の適当な措置をとることにより、当該家事労働者の権利を効果的に保護すること

を支援すべきである。 
 

22 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を代表する

団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した後に、移民である家事労働者が募集された雇

用契約の満了又は終了の時に当該家事労働者が費用を負担することなく送還される権利を有する条件

を法令又は他の措置によって定めることを考慮すべきである。 
 
23 加盟国は、千九百九十七年の民間職業仲介事業所条約（第百八十一号）及び千九百九十七年の民間

職業仲介事業所勧告（第百八十八号）における原則及び取組方法を考慮して、家事労働者（移民であ

る家事労働者を含む。）に関係する民間職業仲介事業所による適切な慣行を促進すべきである。 
 
24 プライバシーの尊重に関する国内法令及び国内慣行に抵触しない限り、加盟国は、労働監督官又は

家事労働について適用される規定の実施を委任された他の職員が労働が行われる家屋に立ち入ること

を認められるべき条件を考慮することができる。 
 
25(1) 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を代表す

る団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した上で、次のことを目的として、政策及び計

画を定めるべきである。 
(a) 家事労働者の専門的能力の開発及び雇用のための機会を増大させるため、家事労働者の能力

及び資格（適当な場合には、識字に関する訓練を含む。）の継続的な発展を奨励すること。 
(b) 家事労働者の仕事と生活との間のバランスの必要性に対処すること。 
(c) 家事労働者の関心及び権利が、仕事と家族的責任とを調和させるため、より一般的な努力との

関連において考慮されることを確保すること。 
(2) 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに存在する場合には家事労働者を代表す

る団体及び家事労働者の使用者を代表する団体と協議した後に、家事労働に関する効果的な政策の

策定を支援するために必要なデータを効果的に収集するための国内の統計部局の能力を強化する

ため、適当な指標及び測定の制度を開発すべきである。 
 

26(1) 加盟国は、移民である家事労働者についての条約及びこの勧告の効果的な適用を確保するため相

互に協力することを考慮すべきである。 
(2) 加盟国は、特に、強制労働及び人身取引の防止、社会保障の利用、他の国において家事労働者と

して労働する者を募集する民間職業仲介事業所の活動の監視並びに家事労働者に関する適切な慣
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行の普及及び統計の収集に関する事項について、家事労働者の保護を促進するため、二国間の、地

域的な及び世界的なレベルにおいて協力すべきである。 
(3) 加盟国は、条約を実施するに当たり、国際的な協力若しくは援助又はその双方（社会的及び経済

的な発展、貧困の撲滅計画並びに普遍的な教育のための支援を含む。）の強化を通じて、相互に援

助を行うための適当な措置をとるべきである。 
(4) 外交上の免除に関連して、加盟国は、次のことを考慮すべきである。 

(a) 家事労働者の権利の侵害を防止することを目的とする外交官のための政策及び行動規範を採

択すること。 
(b) 家事労働者に対する不正な行為に対処し、及びこれを防止するため、二国間の、地域的な及

び多数国間のレベルにおいて相互に協力すること。 
 


